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旧笹山小学校跡地活用旧笹山小学校跡地活用に向けに向け事業者への意向調査事業者への意向調査をを実施実施
　木崎地区の旧笹山小学校の跡地活用に向けて、サウンディング型市場調査を行います。
　同校は令和２年３月に閉校し、今後の活用方法を｢地域の公共施設を考えるワークショップ｣で、地区の皆さんと一緒に考えてきました。ことし４
月には、その結果を踏まえて木崎地域実行計画を公表しました。
　同計画を進めるにあたり、民間事業者の跡地活用の可能性や条
件などを事業者との対話を通じて調べていきます。
日　　時　10月13日（水）～ 15日（金）のうち１時間程度
場　　所　北区役所
対　　象　民間事業者
申し込み　10月６日（水）午後５時までに所定の申込書を
　　　　　地域総務課（chiikisomu.n@city.niigata.lg.jp）へ
　　　　　※申込書など詳しくは市HPに掲載　　
問い合わせ　同課（☎025-387-1125） HPはこちら

サウンディング型
市場調査とは

　民間事業者から土地の活用方法へ

の意見や提案を事前に聞く調査です。

土地の市場性や活用条件などをあら

かじめ把握するために有効とされて

います。

　市のシルバーチケット割引の適用路線を10月１日から拡充し、北区の「区バス」「おらってのバス」
も対象になります。「シニア半わりりゅーとカード」を持っていなくても、シルバーチケット参加証
を乗車時に提示することで運賃が半額（北区バス110円、おらってのバス100円）になります。
問い合わせ　地域総務課（☎025-387-1155）

Ｑ１．シルバーチケット割引とは？
Ａ１．�65歳以上の人のバス運賃を半額（10円未満切り上げ）に割り引く制度で

す。割引を受けるには、シルバーチケット参加証が必要です。（秋葉・
南区・西蒲の一部路線では、シルバーチケット【紙券】が別途必要）

　　　�　同制度は、これまで秋葉・南・西蒲区の一部路線で実施していました。
このたび、バスをより多く利用してもらえるよう、割引対象の路線を
拡充することにしました。

　　　※�北区以外の対象路線は、同参加証の申請窓口で配布しているチラシに掲載。市
HPからもダウンロード可

Ｑ２．シニア半わり制度とは違うの？
Ａ２．運賃の割引額は両制度とも同じです。
　　　�　シニア半わりは新潟交通が発行する「シニア半わりりゅーとカード」

を利用・提示することで割引を受けることができます。
　　　�　シニア半わり制度もこれまでどおり利用することができます。

北区バス▶

▼おらってのバス

北区バス北区バス・・おらってのバスおらってのバス

　発行申請は９月６日（月）から受け付けます。
※郵送での手続きは不可
対 象 者 　市内在住の65歳以上
申請場所 　北区役所地域総務課、

　　　　　  北出張所、南浜連絡所

シルバーチケット参加証の発行

申請に必要な物申請に必要な物

■利用者本人が申請する場合
　①本人の身分証明書
■代理人が申請する場合
　①委任状　②利用者の身分証明書　③代理人の身分証明書
　※ 身分証明書、委任状はいずれも原本。身分証明書は現住所と年齢が

確認できるもの。委任状は発行窓口で配布しているほか、市HPから
もダウンロード可
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